
 
令和６年１１月６日１４時００分 

    琵 琶 湖 河 川 事 務 所 

       

 

「メディア向け洗堰見学会」を開催【11 月 18 日】 
～瀬田川洗堰の操作室や、ゲート設備を間近で見学～ 
 

○開催概要  
■日時   令和６年１１月１８日（月）１５：００～１６：３０ 

（１４：３０受付開始） 
■場所   琵琶湖河川事務所（大津市黒津４－５－１） 
■内容   （１）瀬田川洗堰の操作室に特別に入室し、見学 

（２）瀬田川洗堰の間近で放流状況を確認 
（３）意見交換 

■対象   滋賀県政記者クラブ加盟各社、滋賀県域メディア連携協
議会構成員 

 
○申込方法  
・メールにて、必要事項を入力し、お申し込み下さい。（別紙参照） 

・１１月１３日（水）１７時必着 

 
○主催   滋賀県域メディア連携協議会 

（事務局：琵琶湖河川事務所流域治水課） 

 

取扱い －  

  

配布場所 滋賀県政記者クラブ 

  

問合 

せ先 

近畿地方整備局 琵琶湖河川事務所    事業対策官  北川
きたがわ

 眞一
しんいち

   

流域治水課長 小谷
おだに

 亮人
まこと

 

       ☎ ０７７－５４６－０８６７ 

・瀬田川の流量をコントロールする洗堰が完成して、来年で 120 年を

迎えるにあたり、メディア関係者の皆様に瀬田川洗堰の操作の仕組

みや、役割などを確認頂く、現地見学会を実施します。 

・普段は立ち入りできない洗堰の操作室や、ゲート設備を間近にて、

ご案内致します。 

・また、見学会後、防災に関する取組み内容や疑問点などについて、

意見交換する予定です。 
 



      別紙 

「メディア向け洗堰見学会」を開催 
～瀬田川洗堰の操作室や、ゲート設備を間近で見学～ 
【１１月１８日（月）１５：００～１６：３０】 

 
河川管理施設を実際に見ていただくとともに、水系全体の河川改修

の変遷や治水機能等の役割などを改めて確認して頂くことで、出水時
や渇水時の情報発信の一助となることを目的とするものです。 

 
○内容 
（１）瀬田川洗堰の操作室に特別に入室し、見学 
（２）瀬田川洗堰の間近で放流状況を確認 
（３）意見交換 
 
○見学会のポイント 
・普段は立ち入りできない洗堰の操作室やゲート設備を間近で見学 
・情報発信するうえでの疑問点の解消や意見交換の実施 
・緊急時などでの確実な連絡手段の確立を目指した関係づくり 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○申込方法 
・メール件名を「メディア向け洗堰 
見学会」とし、本文に ①会社名 
②担当者氏名 ③人数 ④全員の氏 
名 ⑤電話番号 ⑥メールアドレス  
を記載の上、以下のメールアドレ 
スまでご送付ください。 
【送付先アドレス】 
kkr-mytimeline@gxb.mlit.go.jp 

・１１月１３日（水）１７時〆切 開催場所 

琵琶湖河川事務所 

洗堰操作室 ゲート設備 


